
この度、進路変更禁止違反が多発している岡山市北区の「番町交差点」北進車線に、

県内初となる「進路変更禁止の注意喚起表示」を設置することになりました。

進路変更する際は、進路変更禁止区間の手前で、あらかじめ安全を十分に確認した

上で、ゆとりを持って進路変更しましょう（合図も忘れずに！）。

設置目的は？

設置場所は？

設置時期は？

○ 車両の運転者に対し、事前に進路変更禁止の規制区間を知らせ、
ゆとりを持って進行を望む通行帯への進路変更を行えるようにする
ことで、交通の安全と円滑を図るものです。

○ 岡山市北区番町地内の
国道５３号「番町交差点」
の進路変更禁止区間（北
進車線）の手前に設置さ
れます。

○ 令和４年２月下旬に設置
予定です。

設置内容は？

現在の状況 設置後のイメージ

お問合せ：岡山県警察本部交通部交通規制課 086-234-0110（内線5170）

○ 進路変更禁止区間の手前に、矢羽根型の黄色破線を設置します。


